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🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

私は事業主として、労働者が安全に働ける現場づくりを行います。

１．現場で働く全員が危険を見つけ、排除する意識を持った現場づくり

を行います。

２．重機との接触、転倒・転落等が発生する可能性がある危険個所に

ついては、不安全行動が起きない安全な状態になるようにすぐに

是正します。

私たち労働者は、事業主の宣言に基づき、全員で現場の不安全行動を

無くします。

１．どんな小さなヒヤリハットも見逃さず、報告し全員で改善します。

２．【グーパー運動】を活用し、重機による「はさまれ」「巻き込ま

れ」の防止を徹底します。


